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平成19年度から地方公共団体の自主性、自立性を高め、質の高い住民サービスの提供を実
現するため、所得税から個人住民税への３兆円規模の「税源移譲」が実施されます。これに
より、６月分から住民税所得割の税率が、課税所得金額に応じた５％、10％、13％の３段
階から一律10％に変わります（所得税の税率は、１月から従来の10～37％の４段階から５～
40％の６段階に変更）。また、税源移譲による変更のほかにも定率減税の廃止による税額の
変更もありますのでご理解をお願いします。

　「税源移譲」により、６月分から住民税が増えることになります。しかし、
納税者のみなさんの税負担が増えないよう制度設計されていますので、所
得税と住民税の合計額は原則変わりません。ただし、収入の増減や所得控
除額の変動など、別の要因により実際の負担額は変わることがあります。

住民税額 所得税額

住民税額 所得税額

納税者の負担合計額

【～平成18年】

【平成19年～】

※給与所得者のみなさんの所得税・住民税については、ほとんどの場合今年１月から所得税が減っており、
その相当する分について６月から住民税が増えることになります。

負担合計額は
原則変わりま
せん。

｢税源移譲｣で税負担が増えるの？

定率減税が廃止になると？
　平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経
済状況の改善を踏まえて６月から廃止されます。これにより、住民税の負担額が増えることになります。
［個人住民税について］

平成17年度分 平成18年度分 平成19年度分～
所得割額の15％を控除
（４万円を上限）

所得割額の7.5％を控除
（２万円分を上限） 廃止

　※所得税の定率減税については、平成19年１月分から廃止されています。

　平成19年度（平成18年分所得）の所得・課税証明書は６月１日から発
行します。ただし、申告期限内（３月15日）までに申告をしていない場
合は、申請の当日に発行できない場合があります。まだ申告がお済みで
ない人は、早めに申告をお願いします。
※事業所や社会保険庁から市へ給与（年金）支払報告書が提出されてい
る人は申告不要です。

－住民税に関するお問い合わせは課税課（☎㉕１１２３）へ－

～課税課からお知らせします～

ご存じですか？

６月分から住民税が変わります６月分から住民税が変わります６月分から住民税が変わります
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児
童
手
当
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。
申
請
に
基
づ
き
審

査
し
、
該
当
す
る
人
に
児
童
手
当

を
支
給
し
ま
す
。

※
申
請
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
が

支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。（
申
請

が
遅
れ
る
と
遅
れ
た
月
分
の
手
当

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

対 

象　

小
学
校
修
了
前
の
児
童
を

養
育
し
、
所
得
が
下
表
の
所
得

制
限
限
度
額
未
満
の
人

支
給
額
（
月
額
）

•
３
歳
未
満　

１
０
、
０
０
０
円

•
３
歳
以
上
の
第
１
子
・
第
２
子

 
５
、
０
０
０
円

•
３
歳
以
上
の
第
３
子
以
降

　

 

１
０
、
０
０
０
円

※
第
○
子
と
は
、
養
育
す
る
児
童

（
18
歳
到
達
後
最
初
の
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
）
の
順
番

で
す
。

支 

給
時
期　

２
月
、
６
月
、
10
月

の
各
10
日
（
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月

分
ま
で
の
手
当
を
支
給
）

持
参
す
る
も
の

•
印
鑑
（
朱
肉
を
必
要
と
す
る
も
の
）

•
本
人
確
認
で
き
る
も
の

• 

申
請
者
名
義
の
金
融
機
関
預
金

通
帳
（
郵
便
局
不
可
）

※
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出

す
る
書
類（
年
金
加
入
証
明
な
ど
）

が
あ
り
ま
す
。

※
次
の
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、

早
め
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
申
請
を
し
た
こ
と
が
な
い
人

② 

以
前
、
所
得
超
過
等
に
よ
り
認

定
さ
れ
な
か
っ
た
人
で
、
下
表

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人

③ 

厚
生
年
金
等
加
入
者
（
特
例
給

付
受
給
者
）
が
退
職
し
た
た
め

受
給
資
格
が
消
滅
し
、
そ
の
後
、

再
び
厚
生
年
金
等
に
加
入
し
、

下
表
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

人

　

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
は
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。

　

現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に

お
け
る
受
給
者
の
状
況
を
調
査
し
、

手
当
を
引
き
続
き
受
け
る
要
件
が

あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

の
も
の
で
す
。
受
給
し
て
い
る
人

に
は
６
月
上
旬
に『
現
況
届
用
紙
』

を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
ず
６
月

中
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の

届
け
を
提
出
し
な
い
と
６
月
分
以

降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。

　

次
の
よ
う
に
、
届
け
出
て
い
る

内
容
が
変
わ
っ
た
と
き
は
手
続
き

が
必
要
で
す
。
手
続
き
が
遅
れ
る

と
、
遅
れ
た
月
分
の
手
当
が
受
け

ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
さ
か
の

ぼ
っ
て
手
当
を
返
還
し
て
い
た
だ

く
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

•
他
の
市
区
町
村
に
転
出
す
る
と
き

• 

出
生
な
ど
に
よ
り
児
童
が
増
え

た
と
き

• 

特
例
給
付
の
受
給
者
が
退
職
し
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
で
な
く
な
っ

た
と
き

•
児
童
と
別
居
し
た
と
き

•
公
務
員
に
な
っ
た
と
き
な
ど

【
児
童
扶
養
手
当
】

　

離
婚
・
死
別
等
で
父
親
が
い
な

い
児
童
や
、
父
親
に
一
定
の
障
害

が
あ
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

に
支
給
し
ま
す
。

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

　

一
定
の
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支

給
し
ま
す
。

※
認
定
さ
れ
れ
ば
申
請
月
の
翌
月

分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

＊
児
童
手
当
等
の
申
請
お
よ
び
お

問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
子
育
て
支
援
課
☎
㉕
１
１
３
０
、

総
合
支
所
健
康
福
祉
課
☎

１

３
３
１
（
内
線
３
１
６
）

児
童
手
当
制
度
は
、
子
育
て
家
庭
の
生
活
安
定
に
寄
与
す
る
と
と

も
に
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
お
よ
び
資
質
の

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
手
当
を
受
け
る
に
は

保
護
者
が
申
請
（
認
定
請
求
）
し
、
市
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
制
度
の
ご
案
内

児
童
手
当
制
度
の
ご
案
内

小
学
校
６
年
生
ま
で
の
児
童
を
も
つ
み
な
さ
ん
へ

児
童
手
当
を
受
け
る
に
は

児
童
手
当
を

受
給
し
て
い
る
人
は

届
け
出
の
内
容
が

変
わ
っ
た
ら

そ
の
他
の
手
当
に
つ
い
て

（
重
複
受
給
可
）

　平成19年４月から３歳未満の支給額
（月額）が次のとおり改定されました。
なお、３歳以上については支給金額の
変更はありません。
●３歳未満…5,000円→10,000円
※受給者のみなさんは、新たな手続き
を行う必要はありません。

〈児童手当制度の改正のおしらせ〉

平成19年度所得制限限度額表

扶養親族
等の人数

自営業等
（国民年金加入者）

サラリーマン等
（厚生年金等加入者）

０人 ４６０万円 ５３２万円
１人 ４９８万円 ５７０万円
２人 ５３６万円 ６０８万円
３人 ５７４万円 ６４６万円
４人 ６１２万円 ６８４万円
５人 ６５０万円 ７２２万円

６人以上
１人につき３８万円（老人控除対象配
偶者または老人扶養親族であるときは
４４万円）を加算した額

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人
扶養親族がある人についての限度額は、上記の表の額
に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人に
つき６万円を加算した額。
所 得：給与収入の場合は給与所得控除後の金額（事業
所得の場合は総収入から必要経費を控除した金額）
から法定控除（８万円）および医療費控除等を控除
した金額

扶養親族等：税法上の控除対象配偶者および扶養親族


